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• 背景

○学校保健安全法 第３条第２項

→学校安全の推進に関する計画（平成24年４月閣議決定）

○現行の計画期間（28年度まで）が終了することから、新た
な５カ年の計画策定に向け、中央教育審議会において議論。

• 閣議決定までの予定

１月20日～２月18日 パブリックコメント

２月３日 中央教育審議会総会 答申

３月下旬 閣議決定
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第２次学校安全の推進に関する計画の策定について



○５年間の取組状況を踏まえ、目指すべき姿や施策目標、具体的施策を提示。

【目指すべき姿】

○全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付けることを目指す。

○学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数については限
りなくゼロとすることを目指すとともに、負傷・疾病の発生率については障害や
重度の負傷を伴う事故を中心に減少傾向にすることを目指す。
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【答申で示されたこれまでの取組と課題】

○東日本大震災の教訓を踏まえ、児童生徒等が主体的に行動する態度を育成することの重要
性が改めて認識され実践的な安全教育が推進。

○東日本大震災以降も、各地で地震や風水害等の多くの被害が発生。災害経験が少なかった
地域においても災害が発生。

○首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生が懸念される中、東日本大震災発生からの時
間の経過により震災の記憶が風化し、学校安全に関する取組の優先順位の低下が危惧。

○全ての教職員が十分な知識や意識を備えて学校安全に取り組んでいるとは言い難い。

○学校安全の取組に関して、地域間や教職員間に差が存在。

第２次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申）

【平成29年2月3日中央教育審議会答申のポイント】



【具体的施策】

・学校安全に関する組織的取組（学校安全計画・危機管理マニュアルの策定・改善、
管理職や中核となる教員を中心とした取組促進など）

・教員の養成・研修の充実による教員の資質向上、学習指導要領の改訂を踏まえた安
全教育の充実（カリキュラム・マネジメント）

・事故の検証や再発防止を含め、学校安全に関するPDCAサイクルの確立

・第１次計画策定後の新たな安全上の課題（SNS、爆破予告、テロ対策等）への対
応や外部機関との連携

＜国の取組＞

○平成29年度においては、「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」
を中心として、以下のことに取り組む。

・学校安全を推進する中核となる教員を中心とした取組の普及・定着

・外部専門家の活用による安全教育、安全管理体制の充実

・危機管理マニュアルの策定・改善のための手引きの作成
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学習指導要領（案）における防災に資する記載例 （一部抜粋）

【小学校総則】 ※中学校総則にも同様に記載

第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割

２（３） 学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校

の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポー

ツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に、学校における食育の推

進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増

進に関する指導については、体育科、家庭科、特別活動の時間はもとより、各教

科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に

応じて適切に行うよう努めること。

第５ 学校運営上の留意事項 【新設】

１ 教育課程の改善と学校評価等

イ 教育課程の編成及び実施に当たっては、学校保健計画、学校安全計画、食に関す

る指導の全体計画、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針など、各分

野における学校の全体計画等と関連付けながら、効果的な指導が行われるように留

意するものとする。



学習指導要領（案）における防災に資する記載例 （一部抜粋）

【小学校社会第４学年】

２ 内容

（３） 自然災害から人々を守る活動について、学習の問題を追究・解決する活動を通し

て、次の事項を身に付けるようにする。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

（ア） 地域の関係機関や人々は、自然災害に対し、様々な協力をして対処してきたこ

とや、今後想定される災害に対し、様々な備えをしていることを理解すること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

（ア） 過去に発生した地域の自然災害、関係機関の協力などに着目して、災害から

人々を守る活動を捉え、その働きを考え、表現すること。

【中学校理科第２分野】

２ 内容

（２） 大地の成り立ちと変化についての観察、実験などを通して、次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。

ア 大地の成り立ちと変化を地表にみられる様々な事物・現象と関連付けながら、次の

ことを理解するとともに、それらの観察、実験などに関する技能を身に付けること。

（エ） 自然の恵みと火山災害・地震災害

㋐ 自然の恵みと火山災害・地震災害

自然がもたらす恵み及び火山災害と地震災害について調べ、これらを火山活

動や地震発生の仕組みと関連付けて理解すること。



防災を含む安全に関する教育のイメージ
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【小・社会】
地域社会における災害の
防止等について調べ考える

≪安≫

【中・社会】
地域の自然災害に応じた
防災対策の重要性につい
て考察 ≪防≫

【中・理科】
災害等の原因と
なる現象の理解

≪防≫

【小・体育】
・自己の危険予測と
回避
・けがの防止と手当
の理解≪安≫

【高・理科】
地学的な概念や
法則性の理解

≪防≫

【高・保健体育】
・社会生活における
危険予測と回避
・支援者の視点から
の傷害の防止の理
解 ≪安≫

【高・公民
】

安全・安
心な地域
づくりへの
参画
≪防≫

【高・地理】
自然災害と
災害対策
について考
察 ≪防≫

【小・理科】
災害に関する基
礎的な理解

≪防≫

【小・特別活動】
自らの安全確保のた
めの主体的な行動≪
安≫

【中・特別活動】
支援者としての視点を
含めた主体的な行動

≪安≫

【高・特別活動】
地域社会の安全への
貢献を含めた主体的
な行動 ≪安≫

主体的な行動に必要
な力を育む

安全・安心な地域社会づ
くりに必要な力を育む

自然現象等に
ついて理解す
る

安全で安心して生
きるための中核とな
る力を育む

【中・保健体育】
・自他の危険予測と
回避
・傷害の防止の理解

≪安≫

【幼児教育】
危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方がわかり、安全に気を付けて行動する≪安≫

平成28年12月21日中央教育
審議会資料より抜粋
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学校安全ポータルサイト

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html
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平成28年４月開設。
これまで8,055,049アクセス（平成29年１月31日現在）




